
行政処分等
の年月日

事業者の氏名又は名称 事業者の所在地 営業所の名称 営業所の所在地 行政処分等の内容 主な違反の条項 違反行為の概要
事業者点数

（関東運輸局管内）

営業所点数
（当該行政処分により
付された違反点数）

20260202 株式会社　ふるさと交通（法
人番号2060001007904）
代表者　横田　信一

栃木県宇都宮
市中岡本町３２
４７－３３

本社営業所 栃木県宇都宮
市中岡本町３２
４７－３３

文書警告 旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第1項

令和7年2月5日及び令和7年3月11日、死亡事
故があった旨公安委員会からの通知を端緒と
して監査を実施。4件の違反が認められた。
(1)運転者に対する指導監督等義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則(以下､運輸規則)
第38条第1項)､(2)事故惹起運転者に対する告
示で定める特別な指導義務違反(運輸規則第
38条第2項)､(3)事故惹起運転者に対する適性
診断受診義務違反(運輸規則第38条第2項)､
(4)運行管理者の解任届出違反(道路運送法
第23条第3項)

0 0

20260205 株式会社　Ｊ－Ｒｉｄｅ（法人番
号5011801042828）
代表者　ゲン　コウキ

東京都足立区
東和４－４－１７

本社営業所 東京都足立区
東和４丁目４番
１７号　２０３号

文書警告 道路運送法第94条第1
項

令和7年10月31日、新規許可を受けたことを
端緒として監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)報告義務違反(道路運送法第94条第
1項)

0 0

20260206 冨士自動車　株式会社（法
人番号4010601016266）
代表者　佐藤　要一

東京都墨田区
墨田２－９－５

本社営業所 東京都墨田区
墨田２－１０－６

文書警告 旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第1項

令和7年10月24日及び令和7年11月10日、労
働局からの通知を端緒として監査を実施。1件
の違反が認められた。(1)運転者に対する指
導監督義務違反(旅客自動車運送事業運輸
規則第38条第1項)

0 0

20260206 合同会社　大徳商事（法人
番号6011103006308）
代表者　張　文興

東京都足立区
谷在家３丁目１
１－２

本社営業所 東京都足立区
谷在家３丁目１
１－２

文書警告 旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第1項

令和7年9月22日及び令和7年10月7日、新規
許可を受けたことを端緒として監査を実施。2
件の違反が認められた。(1)運転者に対する
指導監督等義務違反(旅客自動車運送事業
運輸規則第38条第1項)､(2)報告義務違反(道
路運送法第94条第1項)

0 0

20260210 三慶交通　株式会社（法人
番号3020001023103）
代表者　岡田　彰

神奈川県横浜
市神奈川区羽
沢町５５番地

本社営業所 神奈川県横浜
市神奈川区羽
沢町５５

輸送施設の使用停止（100日車） 道路運送法第13条 令和7年5月16日、法令違反の疑いがあること
を端緒として監査を実施。6件の違反が認めら
れた。(1)運送引受義務違反(道路運送法(以
下､運送法)第13条)､(2)運行管理者の解任届
出違反(運送法第23条第3項)､(3)勤務時間等
の基準の遵守違反(旅客自動車運送事業運
輸規則(以下､運輸規則)第21条第1項)､(4)点
呼の実施等義務違反(運輸規則第24条)､(5)
運転者に対する指導監督等義務違反(運輸規
則第38条第1項)､(6)整備管理者の研修受講
義務違反(運輸規則第46条)

10 10

一般乗用旅客自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について　　〈令和８年２月分〉



20260210 竹葉林　株式会社（法人番
号7013301046514）
代表者　山本　佳奈

東京都豊島区
池袋一丁目１番
６号　伊原ビル

成田営業所 千葉県成田市
本城１７９番地２

輸送施設の使用停止（160日車） 旅客自動車運送事業運
輸規則第25条第3項

令和7年6月11日及び令和7年6月19日、新規
許可を受けたこと及び法令違反の疑いがある
ことを端緒として監査を実施。10件の違反が
認められた。(1)運賃料金変更認可違反(道路
運送法(以下､運送法)第9条の3第1項)､(2)事
業計画の変更認可違反(運送法第15条第1
項)､(3)営業区域外運送違反(運送法第20条)､
(4)点呼の実施等義務違反(旅客自動車運送
事業運輸規則(以下､運輸規則)第24条)､(5)業
務記録の記録事項の不備(運輸規則第25条)､
(6)業務記録の不実記載(運輸規則第25条第3
項)､(7)新任運転者に対する指導監督義務違
反(運輸規則第36条第2項)､(8)運転者に対す
る指導監督義務違反(運輸規則第38条第1
項)､(9)運行管理者の講習受講義務違反(運
輸規則第48条の4第1項)､(10)報告義務違反
(運送法第94条第1項)

16 16

20260210 駿途　株式会社（法人番号
8030001118418）
代表者　厳　駿磊

東京都足立区
舎人１－１７－１
９　アビタシオン
ナカダ２０３

本社営業所 東京都足立区
舎人１丁目１７
番１９号　アビタ
シオンナカダ２０
３号

文書警告 旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第1項

令和7年10月9日、新規許可を受けたことを端
緒として監査を実施。1件の違反が認められ
た。(1)運転者に対する指導監督義務違反(旅
客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

20260217 株式会社　ＨＩＮＯＨＡＴＳＵ
（法人番号3011001125237）
代表者　倪　文杰

東京都足立区
加賀２－１２－１
８－３Ｆ

本社営業所 東京都足立区
加賀２丁目１２
番１８号　３階

文書警告 旅客自動車運送事業運
輸規則第38条第1項

令和7年10月23日、新規許可を受けたことを
端緒として監査を実施。1件の違反が認めら
れた。(1)運転者に対する指導監督義務違反
(旅客自動車運送事業運輸規則第38条第1項)

0 0

注　違反点数については過去３年間の処分を累計していますが、一定の要件を満たすことにより点数が消滅することがあります。（一般乗用旅客自動車運送事業者に対する行政処分等の基準について２．（４）但し書き参照)


